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 知的財産に関する時事的なテーマ

として、大学における知的財産、

職務発明の対価、進歩性のハード

ル、の「３題」について思うとこ

ろを述べる。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

第一題

大学における知的財産

　国立大学が法人化され、全国の

大学における知的財産の流れが変

化してきた。ともかく、大学が特

許出願することに積極的になって

きた。そのこと自体は好ましいこ

とであるが、そこには幾つかの問

題がある。

■実施化率

　発明は、産業界で実施されなけ

れば価値を生まない。実施されな

い発明で特許を取っても“絵に描

いた餅”である。

　企業による特許出願は、通常は

自社で実施している分野の発明を

対象としているから、いわゆる実

施化率は本来的に高いはずである。

しかし、現実には代替技術の出現

やコストの問題、その他の様々な

技術的、経済的要因により、必ず

しも出願発明の実施化率は高くな

い。

　大学による特許出願は、実施の

現場から離れた研究室で生まれた

発明を対象とするから、実施化率

は必然的に低くならざるを得ない。

もちろん、企業との共同研究から

生まれる場合もあるが、大学発明

のメインは大学自身による独自の

発明である。大学では、出願発明

の実施化率が低いことを覚悟の上

で知財活動に取り組まなければな

らない、というハンディがある。

＜出願等の経費＞

　特許出願するには明細書が必要

であり､相応の経費がかかる。まし

てや､審査を受けて拒絶理由通知に

応答し、さらに特許後に登録料を

払って権利を維持しようとすると､

その経費は決して安くはない。

　理想を言えば、国家的規模で推

奨されている「知的財産創造サイ

クル」が機能することであるが、

このサイクルは「企業によって発

明が実施化されて、コスト以上の

ライセンス料が大学に入る」こと

を前提にしている。仮に、大学発

明が実施化されて出願等の経費の

百倍のライセンス料が入ったとし

ても、それ以外に実施化されない

百件の出願がされていたとしたら、

「出願の総経費」イコール「ライ

センスの総収入」となって知的財

産創造サイクルは現状維持で立ち

止まってしまう。

■実施化率のアップと経費削減

　当たり前のことであるが、この

二つを「本気でやる」しかない。

　実施化率を上げる方法は、第１

に、実施化率を強く意識した発明

活動をすること、第２に、実施化

率の高い発明を選択して出願対象

とすること、である。いずれも総

論では簡単であるが、各論では容

易なことではない。

　経費削減について言えば、審査

請求料や特許料は変えられないか

ら、明細書の作成等に必要な経費

を削減するしかない。その方法は

二つあり、第１は、特許事務所に

手数料のダンピングを求めること、

第２は、大学人が自ら明細書を作

文し自ら出願の手続をすること、

である。しかし、これも総論では

簡単であるが、各論では容易なこ

とではない。
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れにせよ、高裁判決を受ければ、

その対象は４０４号特許一本であ

るから著しく減額されるとの予想

（報道によると、原告代理人は裁

判長の強い姿勢から読み取ったら

しい。）の下で、残り２００件余

りの特許（係争の対象外の特許）

も含めて原告は｢自らの判断で｣６

億円で良し、と妥協したのである。

■仮に高裁判決が出ていたら･･･

　本誌４１号（昨年夏号）で、私

は「青色LED地裁判決は、幾つか

の点で脆弱な推定と曖昧な認定に

基づき判決されている。このため、

『大どんでん返し』で発明の『対

価ゼロ』･･･なんて高裁判決が出る

かもしれない」と書いた。

　仮に判決が出ていたら･･･関係者

や識者の言う予想額は、報道等に

よると百万円未満から２億円まで

様々であるが、６百万から１千万

円台、というのが最も信憑性の高

い見方であるらしい。

　そもそも、地裁判決での認定に

大きな問題があった。原告の貢献

率や予想実施料率の妥当性以外に、

被告会社が本当に４０４号を実施

していたのか否か、という点でも

問題があった。私が「高裁判決で

は対価ゼロかも？」という趣旨で

書いた理由の一つは、この点に疑

問を感じたからである。

　４０４号特許の明細書を読むと、

その技術が実験室で使われるタイ

プの結晶膜成長方法であることが

わかる。同時に、近似した先行技

術があるところから、権利範囲を

拡大解釈すると進歩性の自己否定

になる、ということも理解できる。

第二題

職務発明の対価

　青色LED裁判が「和解」で終結

してしまった。センセーショナル

な２００億円判決（認定は６０４

億円）の是非には決着がつかず、

高裁の判断に注目していた人々（私

もその一人）には肩透かしであろ

う。

　この事件の帰趨については、色々

と評価が分かれて積み残した問題

も多い。

■司法が「経営に配慮？」

　和解のニュースが流れた翌日、

ある全国紙には「百分の一に減額」

した「発明対価　経営に配慮」、

「高裁　産業競争力維持を重視」

という見出しが躍った。わかりや

すいタイトルであるが、誤解を招

く。まるで東京高裁が法律的検討

なしに、政策的配慮で発明対価を

決めているかのような誤解である。

　そもそも、東京地裁の青色LED

判決は原告が発明した４０４号特

許一本に関するものであり、その

特許発明の対価が対象になってい

た。高裁での和解対象は、原告が

発明に関与した約２００件の特許

の全てを実質的に包括したもので

あり、４０４号特許はその中の一

件に過ぎない。

　また、「百分の一に減額」した

のは判決ではなく、あくまでも当

事者の和解である。原告は「日本

の司法制度は腐っている」と言っ

たが、冷静に分析すれば、４０４

号特許の発明対価は、それほど多

くはないことが理解できる。いず

二つあり、第１は、特許事務所に

手数料のダンピングを求めること、

第２は、大学人が自ら明細書を作

文し自ら出願の手続をすること、

である。しかし、これも総論では

簡単であるが、各論では容易なこ

とではない。

　いずれにせよ、これらの問題解

決に秘策はないのであるが、これ

から大学の「知的財産創造サイク

ル」を回転させようとする現時点

では、出願経費の持ち出しになる

ことは止むを得ない。今のうちに、

近い将来における「知的財産創造

サイクル」の燃料を仕込むことが

大切である。

■海外と比較すると･･･

　日本は、なにかと言うとアメリ

カの例を参考にする。これも大切

なことであるが、目をアジアに転

じると、お隣の中国では大学によ

る特許出願が驚くほど増加してい

る。そして、大学発のベンチャー

も非常に盛んである。

　北京の中関村は「中国のシリコ

ンバレー」と呼ばれるハイテク産

業の集積地であるが、その中心的

役割を果たしているのが北京大学

と精華大学である。両校から産ま

れた大学発のベンチャー企業は百

社を超え、ますます増え続けてい

る。

　日本の大学が学ぶべき相手は、

アメリカではなく中国ではないの

か･･･と感じてしまうが、ともあれ、

スタートした知的財産の取り組み

が大学を変え、日本を変える原動

力の一つになるよう、私もささや

かながら関わっていきたい。
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そうだとすれば、被告会社の量産

工程で現に使っている／今後も使

い続ける技術は、４０４号特許の

権利範囲から外れるのではないの

か、と感じたからである。

■地裁判決への疑問

　東京地裁の２００億円判決では、

「当裁判所は、被告現方法は本件

特許発明の技術的範囲に属する」

と認定する一方で、「特許権侵害

訴訟と異なり、本件のような職務

発明の相当対価請求訴訟において

は、上記の点（被告会社の量産工

程で現に使っているか否かという

点　※筆者注）は、必ずしも相当

対価算定に当たり結論に影響を与

えるものではない」としているが、

それで良いのであろうか。

　さらに地裁判決は、「被告現方

法が厳密には本件特許発明の技術

的範囲に属しないとしても、被告

会社が高輝度青色LED及びLD市場

において優位な立場を通じて得て

いる超過売上高は、いずれにせよ、

本件特許発明の実施を独占したこ

とによる利益である」と認定して

いる。法律的には権利範囲外であ

っても市場で優位だから実施の独

占による利益である、と言ってい

るとも受け取れるが、いかがなも

のか。

　私は、職務発明の対価というも

のは、クレームの範囲外での実施

に対して生じるはずはない、と考

えている。そうだとするなら、先

行技術との関係で拡大解釈が許さ

れない４０４号特許の権利範囲か

ら被告現方法が外れていることは、

充分に有り得るところから、４０

４号特許の発明の対価は過去の実

施（原告が被告会社に在職してい

た頃の実施）については発生する

ことは有り得ても、現在および将

来の量産工程については発明の対

価は生じないのではないか、と思

う。ちなみに、地裁での巨額（６

０４億円）認定は、被告会社の現

在および将来の売り上げ予想に対

する対価が大半を占めている。

　ともあれ、東京地裁の青色LED

判決は、対象が「世紀の大発明」

であるから「桁違いの高額対価が

妥当」というような、いわば原告

の英雄イメージ（マスコミで作ら

れた？）が先入観となり、初めに

「結論ありき」の判決理由で論理

構成されたのではないか、との疑

問を禁じ得ないが、これは、私が

穿ち過ぎているからだろうか。

■特許法３５条の問題

　昨年の４月に法３５条が改正さ

れたが、基本的な枠組みは変わっ

ていないので、仮に改正法の下で

今回の青色LED事件があったとし

ても結論は変わらない。

　そもそも、この青色LEDは単一

の発明で実現したものではなく、

いくつもの重要発明の積み重ねの

上で実現され、実用化され、市場

が形成されていった工業製品であ

る。つまり、技術の種が蒔かれて

肥料と水が与えられ、温度や日照

時間が管理がされ、そういう中で

発芽し、育苗され、徐々に育って

いった製品である。この場合、問

題の４０４号特許は決して青色

LEDという発光ダイオードの発明

ではなく、そのダイオードを作る

ための基板の発明であるから、単

に原生種の「種が蒔かれた」に過

ぎず、未だ発光ダイオードとして

は発芽もしていない段階の発明で

ある。ましてや、巨額対価の算定

基礎の大きな部分を占めた青色

LD(レーザーダイオード）につい

ては、４０４号特許は種がその蒔

かれる“以前”の発明といわざる

を得ない。

　原告は、種を蒔いたことで青色

LEDの実現に不可欠の役割を果た

したが、東京地裁はその点に着目

し、原告による約２００件のうち

の一件である４０４号特許のみで

巨額判決を下したのである。いず

れにせよ、一連の発明が積み重な

って初めて製品として実用化でき

るような発明の場合に、その前提

となった発明対価の問題をどう処

理するのか、この点についての司

法の判断は先送りとなった。

第三題

進歩性のハードル

　数年前と比較して、特許審査・

審判における進歩性のハードルが

目立って高くなっている、と感じ

る。業界筋によると、影響力の大

きい業界団体が「オートカフェ特許

のような権利を成立させるな！」と

圧力をかけ、それに特許庁がやや

過剰に反応した、ということらしい

が、真偽のほどは確認していない。

　特許性のない権利が跋扈すると、

産業に与える悪影響が大きくなる。

しかし、限度を越えてハードルを

上げると、日本の特許制度の空洞

化をもたらす。

■予備審査と異なる結論

　PCT出願して国際予備審査を請

求したところ、「進歩性有り」と

の予備的見解が得られたので国内

段階に移行した。ところが、特許

庁から届いたのは「進歩性なし」

の拒絶理由で、引用例は国際予備

審査と同じ文献だった。

　同じ日本特許庁での審査であり

ながら、どうして結論が異なるの

か。結局、意見書等で応答するも

認められず、権利化を断念した出

願人には釈然としない思いが残る。

この出願人は「今後は日本で予備

審査請求しない」と決めたという。
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■予備審査と異なる結論

　PCT出願して国際予備審査を請

求したところ、「進歩性有り」と

の予備的見解が得られたので国内

段階に移行した。ところが、特許

庁から届いたのは「進歩性なし」

の拒絶理由で、引用例は国際予備

審査と同じ文献だった…といえる

のは、最近の実感である。

　同じ日本特許庁での審査であり

ながら、どうして結論が異なるの

か。結局、意見書等で応答するも

認められず、権利化を断念した出

願人には釈然としない思いが残る。

この出願人は「今後は日本で予備

審査請求しない」と決めたという。

■予備審査を経て外国出願したら･･･

　国際予備審査により「進歩性有

り」との予備的見解が得られたの

で、アメリカ、ヨーロッパ等に国

内移行したところ、首尾よく進歩

性が認められて特許が成立した。

最も遅れていた日本での審査が始

まったが、特許庁から届いたのは

「進歩性なし」の拒絶理由であり、

引用例は国際予備審査と同じ文献

と、発明の構成要件の一つに関す

る周知慣用技術を示す、という異

なる分野の特許公報だった…これ

も、最近の実話である。

　結局、この「周知慣用技術を適

用しただけ」との審査官の認定を

覆せず、日本では特許は成立しな

かった。もともと、この特許は米

国市場がターゲットの製品に関す

るもので、米国特許が成立してい

れば日本特許の価値は低いもので

あった。しかし、本国（日本）で

「周知慣用技術を適用しただけ」

との理由で拒絶されてしまうと、

米国等での権利行使に大きく差し

支える。

　この出願人は、日本に国内移行

したことが悔やまれるところから、

今後はケースによっては「日本出

願せずに直接米国出願する」とい

う方針を採用することとした。

■がんばれ特許庁！

　もし仮に、このような審査の流

れ（いずれも実話である。）が「業

界団体の圧力」に起因するもので

あるなら、かかる団体は発言力の

大きさを自覚して言動を慎むべき

であるが、特許庁においては、そ

のような圧力（？）を跳ね除けて

頑張って欲しいと思う。

　特許審査は、特許法と審査基準

と判例のみに依拠して、厳正かつ

公正に行うことが必要であり、そ

れだけで充分である、と思う。

　進歩性のハードルが高くなった

別の理由として、裁判所で無効理

由あり（権利濫用）との判決が多

いこと、特許が無効審判や取消訴

訟で無効になることが多いこと等

から、審査・審判での進歩性のハ

ードルが高くなっている、と指摘

する声もある。もし仮に、これが

「周知慣用技術を適用しただけ」

等の拒絶理由が増加している背景

にあるなら、少々筋違いであろう。

　特許審査は、一定の限られた時

間に職権審査した結果であるから、

発見できる先行技術が限定されて

おり、そもそも完全無欠な結論が

得られるはずはない。無効審判や

侵害訴訟は、特許の審査に比べれ

ば遥かに長い時間を使って、その

業界の当業者同士が証拠を出し合

って審理される。そのため、審査

官の職権審査・調査では発見でき

ない証拠も提示されるから、職権

審査に比べて遥かに完全無欠に近

い結論が得られるのは当然である。

　この両者の制度上の差異を見な

いで、無効審判や侵害訴訟におけ

る無効論に耐えれるような査定を

しようとすると、ちょうど良い「引

例はないが周知慣用技術を適用し

ただけ」等の安直な拒絶理由が乱

発されることになる。仮に、審査

時の引用例と同じ証拠のみで無効

（審決、権利濫用）と判断される

としたら、それは問題であろう。

しかし、審査時の引用例とは別の

証拠が出てきて無効（審決、権利

濫用）と判断されたのなら、それ

は取り立てて問題とするほどのも

のではない。

■日本の国益

　無効審判や侵害訴訟における無

効論に耐えれるような査定、とい

うことを意識し過ぎると、本来は

保護されるべき大事な発明が埋も

れてしまい、知財創造立国が根底

から揺らいでしまう。ましてや、

同じ発明が外国では特許になるの

に日本では拒絶される、というこ

とになると、日本の特許制度が日

本企業の海外戦略を阻害する要因

になりかねない。

　日本の国益がどこにあるのか定

かでなくなる、そのような本末転

倒（自虐的？）とも言うべき事態

が霞ヶ関近辺で生じることだけは

避けたいものである。
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　【○　設】の続き

　前回、「突設」や「埋設」などの

「設」系用語について書きましたが、

事務所の内外から次のような質問を

受けました。

　「設ける」の英訳は？　「突設」

の英訳は？というものです。

　まず、「設ける」の代表的な英訳

例は、provideを用いたものです。「Ａ

にはＢが設けられている」ならば、

A is provided with B.というような使

い方をします。しかし、前回も述べ

ましたとおり、その意義に「作る」

や「こしらえる」という概念も含ま

れますので、いろいろなバリエーシ

ョンがあり、ケース・バイ・ケース

でformやattach、あるいはhaveなどで

表現することもあります。

　「突設」はどう訳すか。これは、

「突出」として英訳すれば足ります。

「ＡにはＢが突設されている」とい

う文ならば、B protrudes from A.と訳

しておけばよいでしょう。

　また、静止状態をしっかりと表現

したい場合、特にクレームでは、A 

has B protruding therefrom.のように

haveを用いることが多いのですが、

その場合、「設けられている」とい

うニュアンスが出てきます。

　その他の「埋設」や「張設」など

も同様です。

　意外なほど同じ質問を数人から受

けましたので、ここでまとめて回答

させていただきました。

　さて、前回予告しました「止」系

系の用語について見ていきましょう。

　【○　止】

　「止」の字には、ストップという
意味と、固定という意味があります。

　前者の意味では、静止､抑止、防

止、封止などがあります。このうち、

あまり馴染みのないものは「封止」

だと思います。

　「封止」はシール（seal）のこと
です。「隙間を水密に封止する」と

いうように使います。普通の辞書に

ない「封止」を使わずに、「シール

する」と書くこともできますし、最

近の明細書では「シール」の方が多

数派となっているようですが、まだ

まだ「封止」も多用されています。

何故でしょうか。これは、おそらく

名詞のシール（ガスケットやパッキ

ンなどのこと）と動詞のシールとの

混在を嫌ったためと思われます。「シ

ールでシールする」よりも「シール

で封止する」とした方が、確かに見

やすいようです。

　なお、上で書きました「水密」は、
水が漏れない状態をいい、「液密」
ともいいます。私は、スイミツとい

う音から桃をイメージしてしまいま

すので、「液密」の方を使っていま

す。また、「水密に封止」を「封水」
といいますが、これはＪＩＳ用語集

にあるれっきとした技術用語です。

言うまでもないでしょうが、気体が

漏れない状態は「気密」です。
　次に、固定という意味での「止」

系用語ですが、これには、係止、掛

止、繋止、拘止、咬止、錠止、碇止

などがあります。

　これらは、「～して固定する」ま

たは「～した状態で固定する」と解

釈すればよいことになっています。

　「係止」については、次回以降に

述べますので、まず、「掛止」から。
これはケイシまたはカイシと読み、

「引っ掛けて固定する」という意味

になります。英語で書くと、lock 

with a hookやlatch and holdのようにな

ります。英訳の際に気を付けなけれ

ばいけないことは、「掛」は「止（固

定）」のための手段であり、意味と

して重要なのは「止」の方であると

いうことです。他の「止」系用語も

同様です。「突設」などは「設」よ

りも「突」の方に重きがありました

ので、「設」を訳さなくてもよいの

ですが、「止」系用語では、「止」

のニュアンスをきちんと訳出する必

要があります。

　もう他の言葉の意味もおわかりで

しょうが、「繋止（ケイシ）」は、
ロープのようなものでつなぎ止める

ことですし、「拘止（コウシ）」は
拘束した状態で止めることです。「咬
止」は、咬み合った状態で止めるこ
とで、ドアを楔で止めているような

状態をいいます。「錠止（ジョウ
シ）」は錠（かぎ）で、「碇止（テ
イシ）」は碇（おもり）でそれぞれ

固定することです。

　「止」系用語はそれほど使い方の

難しいものではありませんが、漢字

自体の意味が分かりにくいものが多

く、最近の明細書で見かけることは

は少なくなってしまいました。

以上

（※ご注意）
「特許明細書・用語考」の内容は創英国際

特許法律事務所の統一した見解ではなく、

名古の私見によるものである点、ご了承く

ださい。

特許

名古　裕一郎

【特許明細書・用語考】

Terminology

TERMINOLOGY

第６回
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特許制度活用便利帳

弁理士■石田　悟

ま

関

以

面

特許

「審査請求時の検討事項 ３」

第6回

<Ｑ>　その他、特許出願の権利化

　　作業を進める上で便利な制度

　　があれば教えて下さい。

<Ａ>　ケースに応じていろいろな

　　制度が利用可能です。お気軽

　　にご相談下さい。

　　　ずは、特許庁のホームページ

　　　で「特許行政サービスメニュ

ー」を見てみましょう。このメニュ

ーは、特許庁がそのサービスをわか

りやすく紹介するために作成したも

ので、制度情報検索などになかなか

便利なメニューです。

　このサービスメニューで「審査」

の項目をみると、前回紹介した早期

審査制度以外では、関連出願連携審

査制度、面接審査、巡回審査、テレ

ビ面接審査、及び特許審査状況確認

が挙げられています。

　　　連出願連携審査制度は、技術

　　　的に関連する一連の出願を体

系的に審査する制度で、早期審査制

度とともに、出願人の事業戦略に応

じた多様な保護のための制度として

位置付けられています。

　本制度を利用するには、毎年９月

に行われる関連出願連携審査参加出

願人の募集に応募し、特許庁から送

付される案件リストに審査をまとめ

るための情報を付して回答します。

これに対して、特許庁では、出願人

が選定した関連出願群のまとめ情報

等を参考にしてまとめ審査、起案、

発送、あるいは必要があれば一括技

術説明、面接等を行います。

　具体的には、例えば、同一の製品

に関する出願群、あるいは同一の発

明者による出願群などについて、出

願群単位で審査を進めることが考え

られます。

　このような制度を利用することに

より、一括して審査を行うことによ

る審査の効率化、統一した判断基準

で審査が進められることによる権利

の安定化、適切なパテント・ポート

フォリオ戦略の構築、などの効果が

期待できます。また、早期審査制度

と組み合わせた利用も可能です。

　　　接審査は、審査官が出願人及

　　　びその代理人と直接会って発

明の技術説明、先行技術との対比説

明、補正案の検討などを行うもので、

拒絶理由通知への応答時などにしば

しば利用されています。また、面接

よりも手軽な手法として、電話・フ

ァクシミリ等によって審査官とコミ

ュニケーションをとることも有効で

す。

　巡回審査、テレビ面接審査は、面

接審査の充分な活用を図るための施

策です。まず、巡回審査は、各地域

の中小・ベンチャー企業、大学、Ｔ

ＬＯなどによる利用を主に想定した

もので、各地の面接会場に審査官が

出張して面接審査を行う制度です。

　また、テレビ面接審査は、審査官

と出願人との間の意思疎通を容易化

するためのもので、テレビ会議シス

テムが設置された各地の特許室を利

用して面接審査を行う制度です。ま

た、出願人自身がテレビ会議システ

ムを所有している場合には、直接に

テレビ面接を行うことも可能です。

　また、特許審査状況確認は、審査

状況伺書の提出によって、出願人が

審査の進行状況を確認することがで

きる制度です。

　　　上説明した各制度を利用して

　　　特許出願の審査を適切かつ効

率良く進めるためには、出願人及び

代理人の側において充分な検討、対

応を行うことが必要です。

　第一には、各案件において上記各

制度の利用を適切に検討、判断する

こと、第二には、各制度を利用する

際に、出願人と代理人との間でその

準備を充分に行うことが重要です。

　例えば、面接審査を利用する場合

には、技術説明のための資料は充分

か、補正が必要と判断された場合の

補正案は用意したか、審査段階で許

容可／不可の補正範囲はどこまでか、

などについて、事前に充分な検討及

び意思統一を行っておくことが大切

です。

　特許庁が出願審査について提供し

ている様々なサービス。出願人側で

も、代理人と相談しつつ充分に活用

していきましょう。

以上
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　地域ブランドの設立がブームのよ

うです。食の安全性に対する消費者

の関心の高まりや、JAS法改正によ

る食品の原産地表示の義務付けに加

え、未だ衰えないグルメブームによ

って一部の地域ブランド商品が爆発

的な売り上げを上げていることも背

景にあるのでしょう。また、地域経

済の活性化に繋がるのではないかと

の期待もあり、地方自治体をも巻き

込んだブームになっているようです。

　このような状況の下、地域ブラン

ドを商標登録したいというニーズが

高まってはいますが、現行商標法で

は、そのニーズを十分に満たすこと

が難しい状況にあります。

　そこで、昨年10月以来、地域ブラ

ンドを商標法においてどのように保

護すべきか商標制度小委員会におい

て検討が重ねられ、去る2月18日に

その報告書が公表されました。

　そこで、今回は、地域ブランド保

護の観点から現行商標法の問題点と、

今後予想されるの法改正の方向性に

ついて解説します。

現行商標法における
地域ブランド名の保護

　地域ブランド名の事例を見ると、

その多くは、「地名」＋「商品（役

務）名」からなるものが採択されて

いますが、このような商標は、現行

商標法においては、原則的には、第

3条第1項第3号に該当するとされ、

登録が認められません。

　但し、①「地名＋商品名」だけで

なく、識別性のある他の文字や図形

を組み合わせた場合、又は②識別性

のない文字商標であったものが、使

用の結果、出所表示機能を獲得した

場合（第3条第2項）には登録が認め

られています。

　そこで、実際の登録例をいくつか

紹介します。

①　識別性のある他の文字や図形を
　組み合わせた登録例

　　　　　　　　登録第4625235号
　　　　　　　　権利者:松阪市
　　　　　　　　指定商品:松阪牛の
　　　　　　　　　　　　　肉等

　　　　　　　　登録第4224361号 
　　　　　　　　権利者:草加煎餅協
　　　　　　　　　同組合/草加地区
　　　　　　　　　　手焼煎餅協同組合
　　　　　　　　指定商品:せんべい

②　第3条第2項適用による登録例
●「宇都宮餃子」登録第4546706号

　権利者:協同組合 宇都宮餃子会

　指定商品：ぎょうざ他

●「富士宮やきそば」登録第4803585号

　権利者:NPO法人まちづくりトップラン

　　　　　ナーふじのみや本舗　

　指定商品：やきそばのめん等

問題点

　このように、現行商標法下におい

ても地域ブランドが商標登録されて

いますが、①の場合には、識別性あ

る図形部分を変えて便乗使用してい

るような者に対して有効な対策がと

りにくく、又②の場合は、周知性を

獲得するために、多大な労力が必要

であるところ、周知性を獲得し登録

が可能となる前に、他人に便乗使用

される恐れがあり、十分な保護が難

しいという問題があります。

法改正の具体的方向

　上記問題点の解決と、権利主体と

なる者と第三者との利益調整を図る

必要から、以下のような方向で法改

正がされる見通しです。

①商標の構成

●地域名＋商品(役務)名からなる文
　字商標であり、使用された結果、
　特定の者の商品等を表示するもの

　と一定範囲の需要者に認識される
　に至ったもの
　これは、先の問題点を解決するた

め、要求される周知性のレベルを第

3条第2項の場合より緩和し(例えば、

近隣都道府県に及ぶ程度)、更に、文

字商標での登録とすることで、便乗

使用者に対し有効な対策がとれるよ

う考えられたものです。

②権利主体となりうる者

●事業者を構成員とする団体で、加
　入の自由性が担保された団体
　これは、地域ブランドは、地域事

業者が協力して取り組むものであり、

特定者に権利を独占させるのは妥当

ではなく、また団体構成員以外の者

の使用可能性を担保する必要がある

との考えによるものです。

③権利の効力

●団体非構成員の先使用権を認める

●商標権の移転・専用使用権の設定

　を制限

●異議申立・無効審判及び取消審判

　制度を規定

最後に

　今回は食品を例にあげましたが、

伝統工芸品についても同様に取り扱

われます。

　改正案は、今通常国会にも提出さ

れ、平成18年4月1日施行予定のよう

です。今後の動向に注目したいと思

います。

以上

佐藤　真理

商標

商標法における
地域ブランドの保護について
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訴訟

       シリーズ

知らなきゃ恥かく

判例の常識

【H16.12. 8 東京地裁　平成16（ワ）8557
特許権　民事訴訟事件】

　本件は、インクジェットプリンタ用のインクタンク

に関する物と製造方法の特許権を有する原告が、上記

特許権の実施品である原告製品の使用済み品を利用し

て製品化された被告製品を輸入する被告に対し、上記

特許権に基づき、製品の輸入、販売等の差止め及び廃

棄を求めたのに対し、被告が特許権の消尽等を主張し

てこれを争った事案である。

　判決では、インクの詰め替えは製品の修理の範囲内

で新たな生産には当たらず、国内でも海外でも、原告

がインクタンクを販売した時点で特許権が消尽してお

り、特許侵害を構成しないとした。

　本件では、リサイクル品と特許消尽との関係につい

て、「本件インクタンク本体は，インクを使い切った

後も破損等がなく，インク収納容器として十分再利用

することが可能であり，消耗品であるインクに比し耐

用期間が長い関係にある。この点は，撮影後にフィル

ムを取り出し，新たなフィルムを装填すると，裏カバ

ーと本体との間のフック，超音波溶着部分等が破壊さ

れてしまう使い捨てカメラ事件判決の事案とは大きく

異なっている。そして，液体収納室の上面に注入孔を

開ければ，インクの再充填が可能である。」と述べて、

「使い捨てカメラ事件」（東京地裁：平成8(ワ)16782）

を引合いに出し、元の製品の破壊の程度を消尽判断の

一基準としていることが注目される。

　

　また判決では、「特許された製造方法により生産さ

れた製品を譲り受けた者が，当該製品を使用し譲渡等

する権利に基づき，その製品の寿命を維持又は保持す

るために当該特許製品を修理することができることは，

物の特許の場合と同様であり，製造方法の特許につい

てだけ構成要件の一部に該当する行為があれば当然特

許権侵害となると解すべき理由はない。したがって，

物を生産する方法の特許の場合も，物の特許の場合に

おけると同様な考慮要素を総合して新たな生産か修理

かを判断する必要があるというべき」であると判示し、

製造方法の特許発明についても、新たな生産に該当す

るものでないため、特許権が消尽しており、特許侵害

を構成しないとした。

（詳細についての問い合わせ：弁理士・黒木義樹）

【東京高裁　平成16（行ケ）312
　商標権　行政訴訟事件】

　本件は、指定商品に含まれる「薬用ハンドクリーム」

について登録商標と社会通念上同一の商標の使用を証

明したことから、本件商標の指定商品中「化粧品」に

係る登録に対する不使用取消審判が棄却され、この審

決の取り消しを求めたものである。

　被告の提出した使用証明では、容器表側に「ＰＬＡ

ＮＴ」、「ＨＡＮＤＣＡＲＥ」の二段書き、その下に

「ｍｅｄｉｃａｔｅｄ」、「ＣＲＥＡＭ」と記載され、

下部には「ＯＰＡＬＣＯＳＭＥＴＩＣＳ」との表示が

ある。容器背面には、最上段に「プラントハンドケア

薬用クリーム」の文字が記載され、その下に順に、効

能書き、使用方法，価格表示などが記載されている。

このため、原告は、この「ＰＬＡＮＴ」／「プラント」

は、「ＨＡＮＤ　ＣＡＲＥ」(手入れ) 、「ｍｅｄｉｃ

ａｔｅｄ」(薬用)と同様に、「植物に由来する成分」

を意味すると誤認されるので、品質表示にすぎず、自

他商品識別機能を果たされないから、商標として使用

されているとは言えないため、不使用により取り消さ

れるべきものであると主張する。

　しかしながら、「ＰＬＡＮＴ」／「プラント」以外

の語句である「ＨＡＮＤ　ＣＡＲＥ」、「ｍｅｄｉｃ

ａｔｅｄ」、「ＣＲＥＡＭ」の表示は化粧品（クリー

ム）に使用した場合には、いずれも化粧品と密接に関

連する意味を有し、一体となって、「手を手入れする

薬用クリーム」という観念が生じ、取引者、需要者に

対し商品の出所について格別の印象を与えるものでは

ないが、「ＰＬＡＮＴ」／「プラント」は、これらの

語句とは異なり、化粧品の品質、用途等を直接表示す

るものではないし、特に化粧品と関連する意味を有し

ているわけではない。たしかに、「ＰＬＡＮＴ」／「プ

ラント」は、「植物」を意味する語であるが、「工場

設備」を意味する語でもあるから、化粧品に使用した

ことをもって、「植物」という観念が生じるとは即断

できず、「植物」という観念が生じるとしても、使用

商品の品質、用途等を直接表示するものではなく、特

に使用商品と関連した意味を有しているわけでもない

から、「植物に由来する成分」という観念が生じると

までは認め難いと判示し、原告の主張を退けた。

（詳細についての問い合わせ：弁理士・光野文子）

（22）

★判例の詳細な情報が必要な方は、各判例の担当者にTEL、FAX、メール等でお問い合わせ下さい。

不使用取消審判棄却
の取消訴訟

インクジェットプリンタ用
インクタンク事件
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　大学を卒業し、以前勤めていた会社で働き始めた

ころのことです。

　私が配属された職場でもご多分にもれず、生ゴミ、

プラスチックゴミ、ビン、缶等々を分別して捨てて

いました。そして、比較的多くの人が分別のルール

に従ってゴミを捨てていたと思います。しかし、そ

んな中、カップラーメンの容器を汁ごと、生ゴミ入

れの中に捨てている人がいました。当時まだ若く正

義感の強かった私は、生ゴミ入れの中にカップラー

メンの容器を見つけるたびに、その中に手を突っ込

んで容器を出すという作業を繰り返していました。

　けれど、何とか自らその人にその行為を止めても

らいたい、と考えた私は彼の人との闘いを始めるこ

とにしました。とはいえ、犯人を特定できていませ

んから、直接言うことはできません（職場の人数は

７０人弱くらいだったと思います）。そこでまずは、

各ゴミ箱に大きく”生ゴミ”とか”プラスチック”

とか書かれた紙を貼ることにしました。しかし、予

想通りそのくらいでは止めません。次に、”プラス

チック”の脇に括弧書きで”カップラーメンの容器

など”と書いてみましたが、これも効果なし。結

局、”カップラーメンを食べたときのゴミの捨て方。

カップラーメンを食べたときには、三角コーナーを

利用して中味を捨て…（中略）…容器はプラスチッ

ク用ゴミ箱に捨てること”と捨て方を詳細に説明し

た紙を貼って、初めて容器をプラスチックゴミに捨

ててくれるようになりました。

　こうして彼／彼女との闘いは終わりましたが、こ

れは私の勝利？ただ、これをきっかけに彼／彼女が

カップラーメンの容器を分別して捨ててくれるよう

になっていたとすれば、私のエコ自慢として語れま

すよね？？

　私は以前、とある学習塾で、子供達と一緒に理科

実験をしていたことがあります。その際に行った実

験の一つとして、「野菜から紙を作る」というもの

がありました。

　野菜には繊維があるため、この繊維を用いれば紙

を作ることも可能ですし、野菜の種類に応じて、さ

まざまな、色や硬さの紙が作れたら楽しいだろうな、

と思いました。しかし、果たして、子供達に作れる

ような簡単なものなのだろうか、と初めは正直言っ

て半身半疑でした。

　しかし、やってみると案外簡単にできましたし、

できあがりもなかなか洒落ていました。大根の葉や、

たまねぎの皮、ブロッコリーの葉などは、料理を作

る際に｢ゴミ｣として捨てられています。これを利用

できれば、ちょっとしたリサイクルができるのです。

　参考までに作り方の一例を簡単に紹介します。

　・葉を２ｃｍ程度の長さに切る

　・なべに水、葉および重曹（少々）を水に入れて

　　２－３時間ほど煮てやわらかくする

　・水洗いし、水と一緒にミキサーにかける

　・水に浸したすき枠に流し込む

　・水を良く切って新聞紙の上に載せて乾かす
　注１）葉が十分柔らかい場合には煮すぎて繊維がばらばら

　　　にならないように注意します。重曹の入れすぎにも注

　　　意します。

　注２）すき枠は、台所にある篩いを用いてもいいですし、

　　　自分で作ってもいいです。また、市販のすき枠を使っ

　　　てもいいです。

　注３）葉を重曹で煮なくても、叩いてすり鉢ですりつぶし

　　　てもいいです。

　注４）野菜の葉だけではなく、庭に生えている草や、ごぼ

　　　うやにんじんなどからも紙が作れます。

　注５）糊剤（片栗粉など）を適宜加えてもいいです。

　捨てられる運命にあった、いらない葉っぱや皮か

らできたリサイクル紙に手紙や詩をしたためるなん

て、いかがでしょう？

正義は勝つ。はず

カップ麺容器との闘い
10のマイナス19乗

野菜から作る紙

【 エコ自慢 】
my  ECO
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　他人様に紹介するようなエコ自慢は持ち合わせて

いない。敢えて挙げればささやかなエコ（？）対策

といった程度ものである。数年前から単身生活を余

儀なくされた。そこで気になったのがゴミである。

独りなのにまあ良く出るなあと思うほどに生ゴミや

紙くず類がある。毎朝通勤時に集積所に寄ることな

る。我が家でこれだけの量であるから、この地域で

は？、区全体では？、東京都の総量は天文学的なも

のになることは明らかである。更に産業廃棄物が加

わる。最近ゴミ処理問題が話題にならなくなったの

は幸いであろう。個人的にも、できるだけ少なくし

よう思うが出てしまう。そこで、到底自慢にはなら

ないが、せめて燃える物と不燃物に分けて分別収集

に協力する位が精一杯の対策である。

　何方にもできるガス節約対策を紹介する。麺類は

日本人ならば殆どの方が召し上がるでしょう。我が

家でも週に数回は戴く。麺は茹でるのが難しいが、

簡単な方法で、かつガスを使わないというよりは大

幅に節約して茹でる方法を最近会得した。鍋に入れ

た水を沸騰させ麺を入れて茹でるところまでは、通

常の方法と同じである。火力を強くして一度沸騰し

たら鍋に蓋をして、ガスを止めて火を消す。その後

はうどんなら、“５分間程じっと待つ”だけである。

細麺なら３×４分程度である。これが均一に巧く茹

で上がる。我が家の嫁がテレビから仕入れた裏技で、

私は密かに彼女の名前を冠して「○○システム」と

呼び、最近では専らこの方法で麺を茹でるに至って

いる。是非一度試してみてください。エコや省エネ

対策にもなるでしょう。

　「環境に優しい」といわれることを日々当然のよ

うにやっていることが自慢です。

　何をやっているかというと、例えば、電気は無駄

遣いしない、掃除は合成洗剤を使わずに重曹とアル

コールと酢で済ます（重曹は磨き粉になり、アルコ

ールはカビや油などの汚れを落とし、酢は水垢など

の汚れを落とす、威力は抜群で洗い流さなくてよい

ので便利です）、特に塩素系の洗剤は使わない、洗

濯には米ヌカ石鹸を使う、コーヒーのフィルターは

無漂白で古紙再利用のものを買う、リサイクル資源

として回収しているもの（ペットボトル、トレー、

牛乳パック、カン、ビン、新聞、雑誌、漫画、本）

は洗浄・分別して回収してもらう、ただし油等で汚

れがシツコイものは回収に出さない（リサイクルに

よる環境負荷低減度よりも洗浄水による河川の汚染

の環境負荷度が大きくなるという調査結果を新聞で

見た為）、皿についた油は紙で拭き取ってから洗う、

無駄なものは買わない、レイチェルカーソンを思い

出す（沈黙の春）、洋服は古着を繕って使う、スー

パーでは旬のものや近くで採れたものを選んで購入

する（ハウス栽培や輸送にはエネルギーがかかる）、

スーパーにはマイバックを持って行きビニール袋は

貰わない、レトルト食品は買わない（加工等にエネ

ルギーを使うから）、家電は消費電力が小さいもの

が発売されたという理由では買い換えない（家電の

製造と廃棄にかかるエネルギーは新しい家電の節電

エネルギーより大抵大きくなると思われるので、故

障した場合に消費電力が小さいものを選んで買い換

えるようにする）、長く使えるものを選んで買う、

車より自転車を使う、寒くても暖房をつけずに我慢

する、半田を使うときは鉛フリーを選んで使う、裏

を使える紙はメモ用紙に使う、などです。

工藤　莞司

我が家のエコ対策二題
Ｋ子

私のエコ自慢

【 エコ自慢 】
my  ECO

・

分別ゴミ

燃える物
不燃物
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　エコ自慢できることは何だろうと自分の生活を振

り返ってみると、あまりに何も考えずに生活をして

いることに気が付きます。

　例えば、ごみをごみ箱やごみ捨て場に出した時に

小さな満足感を感じてしまいます。我が家では、３

ヶ月に１度の頻度で、家具を移動してワックスがけ

を行うほど大掃除が頻繁に行われ、ごみの排出量は

相当なものと思われます。又、私の住む県ではごみ

の分別回収が都内ほどなく、燃えるごみと燃えない

ごみの区別をする習慣がない為、いまだに判別がよ

くつかず、会社でごみを捨てる際には、数秒考え込

んでしまいます。

　そんな私ですが、よく考えてみると強引にでもエ

コ自慢と言えそうな行動が２点ほどありました。コ

ンビニをよく利用しますが、買い物をした数が少な

いときは「シールで結構です」と言うようにしてい

ます。その真意は、もしかしたらエコを意識しての

ものではないかもしれませんが、ほんの少しだけ環

境にやさしい行動に結びつくでしょうか。

　もう一つのエコを意識した行動は、家の所々に備

長炭を置いたり、料理に備長炭を入れておいた水を

使用するようにしたり、炊飯する際に備長炭を入れ

たり、お風呂に布でまいた備長炭を入れることです。

炭には調湿効果、吸着効果（土壌改良）、消臭効果、

微生物分解、水質浄化、大気中に飛散している窒素

酸化物の無害化などの効果があるそうです。さらに

花粉症に対する抗菌作用もあるそうです。この季節

花粉症の方に、是非お勧めです。

　確かに炭効果は、室内の空気清浄や、料理の味な

どに効果があるように感じられます。置いておくだ

け、入れるだけで効果があり、環境にも良いとなれ

ば、炭は環境にも自分にもやさしい優れものです。

　家中、炭にならない程度に炭生活を満喫してみよ

うかと思います。皆様も是非、お試し下さい。

　『エコ自慢』・・・・

　私には特に自慢になるようなことがなかったので

周りの方々に聞いてみました。

　するといろいろな案が出てきました。

　●　トイレのタンクに水をいっぱい入れたペットボ

　　トルを入れておく。また、ペットボトルをお風呂

　　に入れておくと水の節約になるとのことです。

　●　伝線したストッキングを台所の三角コーナーに

　　掛ける。細かいごみが排水溝に流れずに便利です。

　●　蛍光灯を1本減らしたり、銀紙を貼っておく

　　と電気代の節約になります。

　●　冷蔵庫にビニールのシートをたらすと冷気が逃

　　げるのを防げます。また銀紙を貼っておくと電

　　気代節約になります。

　●　みかんの皮でレンジ周りを擦ると油汚れが良

　　く落ちるらしいです。

　●　使わない電気は消しておく。→ただし､トイレ

　　の電気は誰もいないことを確認してから消しま

　　しょう！

　●　私達のチームでは間違ってコピーしてしまった

　　紙（守秘義務があるので、業務に関するものは即、

　　シュレッダーしています…）を四分割にして、液

　　状ノリとティッシュでメモ帳にして使っています。

　　これはすごく便利ですよ。また、ポストイットな

　　ども取っておいて使い回しをしています!!

 

　いろいろありますが、全部エコにもなりますし、

節約にもなります。

　興味のある方はぜひお試しください!!

梅

エコ自慢探し
ケール100％

十人十色のエコ方法

【 エコ自慢 】
my  ECO

TOILET
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　冬の寒さがちょっと緩んできましたが、まだまだ

寒い日が続きそうですね。私はめっぽう寒がりで、

夏の暑い日に冷蔵庫の中でよーく冷やされたビール

を飲むのを心待ちにしています。ビールを飲むたび

に冷蔵庫はえらい！と思ってしまうのは私だけでは

ないでしょう。

　ところで、最近、冷蔵庫というと「ノンフロン冷

蔵庫」という新種の冷蔵庫の売れ行きが好調らしい

です。ノンフロン冷蔵庫がちょっと前から気になっ

ていて、いい機会でしたので調べてみました。

　今までの冷蔵庫に比べてノンフロン冷蔵庫で何が

変わったのかを調べると、今までは冷蔵庫の冷媒に

フロンを使っていたのに対して、ノンフロン冷蔵庫

ではイソブタンという炭化水素を使って冷蔵庫を冷

やしているようです。ですから、ノンフロン冷蔵庫

というのは、言い換えれば「イソブタン冷蔵庫」と

いうことになりますね。とても愛着のある名前で、

私には寧ろこちらの呼び方のほうが世間一般に受け

が良いように思えます。

　さらに調べてみると、イソブタンというのは自然の

中に存在する物質で環境にやさしく、また、今までの

フロンに比べて温室効果が400分の1と小さいため、

地球を温暖化から救ってくれるようです。（インター

ネットで調べると、いろいろ非難の声も上がっていま

すが・・・）ただし、炭化水素と言うだけによく燃

えやすいようで、そこが少し心配ですね。メーカーも

安全性は十分に考慮しているんでしょうが、いつの

日か「冷蔵庫のイソブタンから出火！」なんてニュー

スが流れることが無いとは言い切れませんよね。

　新種の冷蔵庫についてお話をしましたが、我が家

では当面、冷蔵庫を買い換える予定はありません。

冷蔵庫を新しいものに買い換えるのではなく、今持

っている冷蔵庫を大事に長く使うのが一番のエコか

なと思っています。これからも我が家の冷蔵庫君が

んばってね。

　「エコ」としてできることといえば、ゴミをきち

んと分別するとか、つけた電気をこまめに消すよう

にするとか……そういった身近なことがまずあげら

れると思います。最近はハイブリットカーを利用す

る人も増えてきたし、太陽光を利用して自己発電し

て生活している人もいます。

　今回「エコ自慢」がテーマということですが、今

までにしてきた「エコ」らしい「エコ」といえば、

バケツでお風呂の湯をベランダの洗濯機まで運んだ

ことくらい……。それもすぐに腰と腕が痛くなり、

数日でやめてしまいました。暑ければすぐさま冷房

をつけ、寒ければストーブの前でホットカーペット

にくるまれて……むしろ、自分は環境にとって有害

な生き物といえるでしょう。

　こんな私ですが、日々の生活の中でひとつだけ自

然に関わっていることがあります。それは、サボテ

ンを育てていることです。サボテンといっても、縁

日の屋台で250円で買った、高さたった5～6センチ

くらいの小さなものです。朝・晩に水をあげている

だけですから放置しているといってもいいものです。

　しかし、｢すぐ枯れてしまうだろう｣と思っていた

当初の意図とは裏腹に、サボテンはどんどん背が伸び

て、20センチを悠に超えてしまいました。そればかり

か、ベランダから風に吹かれてマンション８階から下に

落ち、パックリと割れてしまった後も、半分の体にな

りながらさらに伸び続けているのです。私は植物の

強さに圧倒されてしまいました。最近では、そんな姿

に励まされ､癒されて､植物と人間というより生き物

としての｢同僚｣のように感じるようになりました。

　都会に住んでいるとなかなか緑を見ることもない

し、環境破壊もあまり身近に感じられない、だから

「エコ」というと義務感を感じて辟易してしまいが

ちです（私だけかもしれませんが）。自分を癒して

くれる身近な動物や植物に感謝を向けることから始

めてみたいものですね。

TM

冷 蔵 庫
新人

サボテン

【 エコ自慢 】
my  ECO






